
 
 
 

住まいに関する支援制度がさらに充実します 

～「住みたい 住み続けたいまち 海老名」の実現に向けて〜 
 

本市では、令和４年３月に住宅マスタープランを策定して以来、居住環境の向上

や定住促進を目的に、住まいの改善に関する様々な支援に取り組んでいます。 

住まいに関する支援制度を市民に分かりやすく伝えるため、内容をまとめたリー

フレットを令和７年度から作成し、周知を図っているところです。 

さらに、今年度から新たな制度を開始し、本市の住まいに関する支援制度はます

ます手厚くなりますので、その内容を紹介いたします。 

 

１ 住まいに関する支援制度 

令
和
８
年
度
開
始 

(１) 住宅セーフティーネット制度に関する補助制度を開始【県央地域初】 

(２) 木造住宅耐震診断士派遣制度を開始        【県央地域初】 

(３) マンション耐震改修工事等の補助金制度を創設      【県央地域初】 

(４) 住宅改修支援補助と住宅取得支援補助を同時に申請可能【制度拡充】 

 

継

続

実

施 

(１) 高断熱改修支援補助 

(２) 住宅取得支援補助 

(３) 住宅改修支援補助 

(４) 木造住宅耐震化促進補助 

(５) 耐震改修利子補給制度 

(６) ブロック塀等撤去費補助 

 

２ 市の住まいに関する支援制度を紹介する 

パンフレット『住まいの改善手引き』 

 市ホームページに掲載するほか、関連窓口、 

コミュニティセンターで配布しています。 

(１) 住宅購入・入居支援・家賃 

 (２) 防災（地震・火災など） 

(３) リフォーム・設備設置 

 (４) 各種相談 

 (５) その他 

  

 

◎この件に関するお問い合わせ 

海老名市まちづくり部住宅まちづくり課 電話046-235-9604 

令和８年４月 24 日 

市長定例記者会見資料 

まちづくり部住宅まちづくり課 










